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河川の清掃や除草、ゴミ拾い等、各町内の建設委員の指示に従ってください。ご協力をよろしく 

お願いします。河川清掃の際、出ました泥は住宅敷地内に捨てないで、トラックで処分地へ運んで 

ください。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため３蜜を避けるなどの対策をとってくださ 

い。マスク着用については臨機応変に対応していただくと同時に熱中症にも注意し、水分の補給、 

休憩をとるなどを行ってください。                          

     

・少雨決行。  

・荒天（警報等）で中止の場合の連絡 

（６時３０分判断） 自治会長 ⇒ 各町内会長 ⇒ 組長 ⇒ 組住民    

有線放送：７時00分 

・墓地清掃も実施しますので、各町内より３名の参加をお願いします。     

 

                                            

                                             

                                               

                                                   

赤野井町では「パンダくらぶ」（未就園児子育てサロン）が毎月 

第３木曜日に赤野井自治会館の和室で開催されています。 

こども文庫から絵本等を借りてきて紙芝居や絵本の読み聞かせ 

をしたり、おもちゃで遊んだり、親子や協力者と大変楽しい時間 

               を過ごしています。 

 

上 シャボン玉で遊んでいます    昨年の８月に赤野井町に転居されてきた親子が参加されていました。 

                               お母さんは「子どもは手遊びや絵本が楽しそうです。また、参加されて 

いる他の保護者の方と子育て等の情報交換ができるので助かります。

様々なお話をして楽しい時間を過ごしています。」と話されました。 

 

・参加に関しましては、申し込みは不要です。 

・こども文庫に対してのご要望がありましたら参加された時に 

  連絡してください。 

・水分補給は各自でお願いします。 

上 読み聞かせを真剣に聞いています ・参加される方は、感染予防に協力をお願いします。（検温等） 

 

 ＜今後の開催予定＞ １０時～１２時   参加をお待ちしています。 

６月１６日 ７月２１日 ８月１８日 ９月１５日 １０月２０日 

１１月１７日 １２月１５日 R5 １月１９日 ２月１６日 ３月１６日 

※ 新型コロナの感染状況等により中止、変更する場合があります。 

赤野井自治会だより   

「河川愛護活動」は ７月１0日（日）に実施します。 ８時 00分 

 

昨年の活動の様子 

パンダくらぶ（未就園児子育てサロン） 



【６、７月の主な行事】 

月 日 曜日 行  事 場  所 等 

６ 
5 日 消防点検 7:00  

12 日 花苗植替 8:30 自治会館 

７ 

３ 日 消防点検 7:00  

10 日 
河川愛護活動 8:00   

虫干し 

各町内   

自治会館 

16 土 玉津学区人権学習会 10:00 地域総合センター 

※ 新型コロナ感染症の拡大状況により中止、変更する場合があります。 

 

 

 

「赤野井歴史の会」は、令和３年度の活動として３回の「歴史探訪講座」を開催されました。第１回 

は『赤野井町のお地蔵さん』、第２回は『赤野井の遺跡』、第３回は『歴史秘話めぐり（フィールド 

ワーク）』でした。各講座では、参加者は、歴史の会のメンバーや講師・ガイドが語る歴史や逸話を 

熱心に聞いて地域の魅力を再発見したようでした。 

   

    ５月 11 日には、守山市公文書館の職員さんや古文書の専門家を招き、赤野井自治会館に眠る古文 

書等の調査をされました。高札（法令などを公示する掲示板）や古地図も出てきて、赤野井町の歴史 

をより詳しく知る手掛かりになればと思いました。後日、報告される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お願い】 
     今年も天神川沿いにゲンジボタルが飛翔するようになりました。（この「自治会だより」が 

届く頃はピークが過ぎているかもしれません） 

マナーをしっかり守って観賞してください。 

  ・見頃は午後８時から９時頃です。大きな声での会話などで周辺住民のご迷惑にならない 

ようにしてください。 

   ・市内のすべての川は守山市ホタル条例で規制がかかっていますので、許可なく捕獲すること 

はしないようにしてください。 

 

 

「赤野井歴史の会」が赤野井自治会館の古文書等調べ 

 

 


